
株式会社アルバス

現場に寄り添う
訪問介護記録ソフト

効率的な業務で安心を提供



会社紹介
【会 社 名 】株式会社アルバス　
【設 立 年 】1990年
【所 在 地 】京都市右京区西院坤町53番地
【業務内容】ソフトウエア受託開発
 　　　　　  モバイルコンテンツ企画・開発
  　　　　 　訪問介護記録ソフト開発運営（2012年〜）

京都の訪問介護事業所様からの依頼で2012年に開発したソフト。
システムの根幹部分を訪問介護業所様と設計したため、現場での使いや
すさに定評がある。
特定事業所加算などの知識が無いヘルパーさんでも、自然に法規に沿っ
た記録が残せる。
2019年から業界トップシェアのNDソフトウェア様のほのぼのNEXTと
システム連携を開始。



DX（デジタルトランスフォーメーション）は、デジタル技術やクラウドシステムを活用して、業務やビジネスモ

デルを変革し、企業の新たな可能性を切り開く取り組み。持続可能な経営の実現や社会課題の解決につながる

手段として、近年ますます注目を集めている。この変革の一環として、弊社は訪問介護の現場を支援する革新的

なシステムの開発に取り組んでいる。

はじめに

DXとは

介護現場のICT導入を加速させるため、国も補助金等の支援をしている

補助金を利用すれば、費用負担を軽減しつつ、最新のシステムを導入可能！

国が推進するICT化の対応で、自治体からの信頼と評価も獲得‼



技術の力で、介護の新しい標準を築く時

人的資本の限界

人材不足への対応
職員の負担軽減
業務の標準化
時間効率化、残業削減

01 02 03

帳票作成の自動化
利用者データの活用
ミス防止
ペーパーレス

特定事業所加算対応
法令遵守
セキュリティ向上
トラブル発生の予防

煩雑作業の改善 健全な運営の支援

以下の様な問題を解決するため開発された



クラウド
全ての業務を
一元管理

煩雑作業の

スマート化

システム構造

データベース
サービス提供責任者・管理者

【webシステム：ケアオフィス】
ヘルパー

【スマホアプリ：ケアレコ】

過去の記録がいつでも確認可能
項目ごとに情報が自動で整理される
帳票もボタン1つで作成可能

今までの業務をシステム内で行う 送られたケアを、スマホで記録する

※AppStoreやPlayStoreなどでダウンロード

・過去の履歴確認
・今後のケア予定
・利用者情報
・事業所からのお知らせ
・予定表

・スケジュール作成
・支援経過記録
・職員へのお知らせ
・利用者、職員情報登録

法改正や機能追加も無料で即対応‼



１つのケア（訪問）ごとにフェーズを6つ分けて進捗を管理

当社だけの
機能‼

サ責

ヘルパー

現場でヘルパーが作業中

ケアが終了した状態（報告はまだ）

業務の流れ

事務所と現場が近くなる、サ責は複数の現場の状況を同時に確認出来る

身体介助、生活援助など行うべきケアの内容を作成（コピー機能もあり）

担当ヘルパーのスマホアプリにケア内容が送られ開始作業を待つ状態

ケア報告も完了し、サ責の確認を待っている状態

報告内容に漏れが無ければ1つのケアが完了
（記録に不備があれば差し戻しも可能）

遅延、訪問漏れもお知らせ

急なシフト変更、直行直帰にも対応

ミスが起こ
りにくい仕

組みを実現
‼

ヘルパー

ヘルパー

サ責



基本的には『ほのぼのNEXT』でケアを作成するが、同等機能でSHUTTLEでの作成も可能

SHUTTLEでケアを作成する場合

①利用者ごとに定期的に訪問するパ

ターン（週間プラン）を登録する。

他にも利用者情報には「特記事項」

「介護計画書」「介護手順書」「同一

建物減算」など事業所運営で必須項

目を登録しておける。

②月に一度「週間プラン」に基づい

た内容を展開する。

※1日、1週間単位での展開も可能

「週間プラン確認表」で展開した項

目がケアマネからの指示内容と違い

がないかを確認する。

③展開したケアの内容を「シフト

表」で確認。変更が発生した場合は

変更内容を反映させる。臨時、緊急

のケアは新規ボタンで作成。

※ヘルパーや時間の変更だけなら、

ドラッグ＆ドロップでも可能

2024年バージョンアップで更に使いやすく

3ステップ

で簡単



当社だけの
機能‼

変更履歴の記録

多くの記録ソフトでは、一度登録した内容を変更すると、元情報が消えるが、当社のシステムは、あらゆる変
更履歴を保存。いつ、誰の、何を、なぜ修正したのかが一目で分かり、変更が頻繁に発生している項目や傾向

も分析でき、ケアの見直しや改善にも役立ち、サービス全体の質を向上させる。



支援経過
運営指導用の資料としても活用可能

業界最多の
帳票数‼

サービス実施報告書（ケアマネ提出用）
変更があったケアを抽出し報告書を作成する

月間ケア記録（報告の内容の記録書）
事業所用と利用者用の2パターンが作成される

システムに記録した情報はExcelやPDFで出力可能

帳票作成に費やしていた時間そのものが無くなり大幅に

サ責、事務員の業務が軽減される

勤務記録、帳票自動作成機能

帳票の一例

効果的な帳票活用方法はサポートでご案内しています18種類

自動で振分

膨大な記録

月間スケジュール
ヘルパー用と利用者用が自動作成される

※詳細は別紙『サンプル帳票』を参照



これまで

システムが得意とする業務はシステム任せにする事で大幅にコストを削減が可能に！

時間/月736
DX導入後

1名/月15時間の業務短縮

ケア報告の確認

スケジュール連絡

スケジュール確認

帳票作成

支援経過の記録、転記作業

請求ソフト実績連動

558
事務作業削減

導入後１ヵ月当たりの削減時間

※詳細は別紙『システム導入効果』を参照

時間

事業所全体で

月97万円の
人件費削減

(スタッフ数35名)



※2018年導入の東京都世田谷区の事業所様の実例
更にDX化で容易に出来る事 システム導入前 DX導入後 DX＋加算Ⅰ
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も差が出る
2,532万円

システムの月額費以上にDX化を

進めた方が利益が残る

特定事業所加算取得後の返戻リスクを最小限に

スタッフの負担を大幅に軽減

全ての情報が一元管理され、事務作業の手間を減らす

教育サポートが容易に

スタッフ間でのリアルタイムな情報共有

記録用紙の回収、整理が不要に

直行直帰のヘルパーさんもケア報告もすぐに確認

過去のケア履歴がデータベースから検索可能

月末月初の作業の分散化など

１カ月の売り上げが570万円の場合

9,372万

6,840万

8,004万

差額211万

※別紙『導入効果計算ツール』に従業員数、時給、月の売上等を入力していただく事で、DX化後のおおよその増加利益を計算可能



サービス提供責任者からの情報等の伝達、ヘルパーからの適宜報告　

①PCで留意事項を入力
（ヘルパーは内容の確認が必須）

1
サービス開始前にご利用者の情報
と留意事項をヘルパーに伝達する

2
ヘルパーはサービス終了後に
サービス提供の状況報告を行う

3
サービス提供責任者はヘルパー
からの報告を検討し承認管理する

特定事業所加算『体制要件』への対応

伝達した留意事項を各ケア（訪問）と紐づけて記録を残せる

4
承認管理された情報を共有する

②スマホで報告
（音声入力にも対応）

③PCで承認
（不備があれば差し戻しも可能）

④自動共有
（関係者の端末に情報が届く）

公費（介護保険）から報酬が支払われる以上、法律で定められた方法での運営（記録）が義務付けられている。しかし、この作業を人的に行うと大

きな労力が必要となる。システムを導入することで、業務フロー自体が記録義務に対応しているため、容易かつ効率的に実施可能になる。

※参考:厚生労働省訪問介護ガイドライン

京都府、大阪府、
大分県からの
お墨付き機能‼



特定事業所加算『報告要件』への対応

『報告要件の記録』
A サービスの実施項目
B 利用者の主な訴えや特段の要望
C 次のヘルパーへの伝言
D ADLや意欲
E 家族を含む環境の変化
F 介護計画外のサービスを提供した時

全てのケア記録で「D ADLや意欲」「E 家族を含む環境の変化」などの報告が求められる中、全てのヘルパーさんが抜け漏れな

く対応するのは、非常に手間のかかる作業。システムを活用することで、利用者の状況に変化がない場合は「維持、なし」と

自動で記録され、変化があった場合のみチェックボックスで記録を追加する仕組みを導入。 さらに、運営指導時の記録確認に

おいても、必要事項が自動で入力されているため、指摘を受けるリスクが大幅に軽減される。

F が発生した場合は
自動でケアマネに提
出する「変更届」が

作成される



電話等で受けた情報もメモ代わりとして活用する事で
複数のサ責へ同時に情報共有が可能、情報が属人化せず、

メモがそのまま運営指導の資料になる。
（情報記入者の名前も自動で記録、記録内容はスクリーン

ショットではなくExcelで出力出来るため編集可能）

元々予定していたケアがキャンセルになったり、臨時や緊
急のケアが発生すると、支援経過にも情報が表示される。

会議、研修、アセスメント、モニタリング、健康診断な
ど、事業所運営に関わる必要な項目も自動で表示。

（支援経過に表示させるかどうかも項目ごとに細かく設定
可能）

事業所ごとに自由に独自項目が作成可能。
（全て項目が利用者、区分、日付などで絞り込みが出来る

ので、後での振り返りにも役立つ）

支援経過のデータベース化

多くのユーザー様から大好評の機能

※現在の事業所様の状況を確認した上で適切な項目を初期
設定するが、後から自由に変更可能



『訪問介護サービスを提供する経過において、多くの記録をする

ことが法律・規則に規定されている。直接的なサービス提供の記

録を作成することは、一般的に行われているが、サービス提供を

「支援する活動」を行った記録を作成することが行われていな

い。この状況を是正するために行政は「自主点検表」による適否

チェックを義務化している。点検者が「適」と判定しても運営指

導を受けたとき、「適」と判定した裏付け資料の点検を受け記録

がないと「否」になる。そのために多くの事業所が運営指導を受

けることを恐れる。

SHUTTLEは、法令に沿った記録を残す仕組みを構築しているた

め、正しく運用するだけでチェック項目が「適」となる。

新たに加算を算定する
事業所様におススメ‼

運営指導では弊社作成の自主点検表を
見せるだけ信頼性が向上

自主点検表

法令に沿った業務ルール作り、
自主点検表も作成しなくて済む



返還事例

1位 算定・報告要件を理解していない
　   要件を満たす努力をしていたが、誤解や思い込みが原因
2位 加算取得後に自己点検をしていない
　   有資格者、利用者の割合に変動が発生していた
3位 違反を承知で運営していた（行政処分の対象）
　   健康診断未実施、忙しかったなど

北海道　指定取消　
令和元年10月〜令和3年9月の間、加算（Ⅰ）に関わる体制要件
を欠きながら、加算（Ⅰ）を算定し、訪問介護費を請求した。
計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及
びサービス提供後の報告
返還請求額862万　加算額345万　返還金額1,207万円

返還3大パターン

※要件の理解、自己点検に関するご相談もサポートの範囲内



訪問介護の現場では、記録ソフトの使い方だけでなく、業務に関するちょっとした疑問や様々な困
りごとが発生。弊社のサポートチームは、そんな現場の声にとことん応え、他社では対応外とされ

がちな業務に関する細かなご相談にも親身にサポート。 
システムの枠を超えた支援で、現場の安心とスムーズな事業所運営を支援。

導入後こそ差が出る、頼れるサポート体制
システムの枠を超え、現場の困ったに応えるサポート力

記録ソフトを導入するなら、 『使える』だけじゃなく『頼れる』サポートを

1.初回導入以外にも要望があれば無料で操作説明会を実施。人の入れ替わりがあっても、業務の空白をつく
らず、安心して事業所運営を続けられる。

2.サポート対応の丁寧さと迅速さが評価され、多くの事業所様に長期間ご利用いただいている。困ったとき
にすぐ頼れる安心感が、継続利用につながっている。

3.訪問介護に特化したシステム会社なので、現場に即した提案が出来る。他社の事例や運用の工夫など、具
体的な改善策をご紹介可能。

4.事業所様からのご依頼があれば、データを直接確認したサポートも可能。設定内容を一緒に確認しながら
サポートを行うので「そこまで見てくれるの？」と驚かれるほど、きめ細やかな対応を心がけている。

長期間使用してもらうため、サポート体制を強化‼使い続けられる仕組みが！



請求ソフト連動

介護業界トップシェアの請求ソフト「ほのぼのNEXT」とシステム連携。 
記録データがそのまま請求に反映されるので、転記ミス、作業時間大幅削減！

請求業務の手間を一気に解消。



✅ 現場と共に設計した使いやすさと
　  実用性を両立したシステム
『業務の進捗状況を6つのフェーズで見える化、変更が発生した
ケアの履歴も保存、特定事業所加算にも対応』

✅記録内容を最大限に活かす
『業界最多の帳票数で報告書作成時間を削減、支援経過も簡単に
記録でき、運営指導の準備に繋がる』

✅ 導入するだけで人件費を含めた
　  業務コストを大幅に削減
『ライセンスフリーのため機器を問わず何台でも利用可能、
オプションなど追加料金も一切発生しない』

まとめ（SHUTTLEが選ばれている理由）

皆様の声で進化を続ける、現場が手放せない実力派システム



株式会社アルバス

THANK YOU

ご覧いただきありがとうございます



特定事業所加算『算定要件』 該当する加算
有無を確認出来る
ツールも配布‼

※加算取得に必要な要素や不足している点についての説明も開催中‼



⑴届出書
⑵介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
⑶体制要件
・事業所全体の研修計画書（研修報告書等）
・会議の開催実績がわかる書類（議事録等）
・情報伝達や報告体制がわかる書類（マニュアル等）
・年1回は健康診断を実施していることがわかる書類
・重要事項説明書

⑸重度者等対応要件「ⅠⅢで必要」
・重度要介護者の割合がわかる書類

特定事業所加算『申請書類』

⑷人材要件「ⅠⅡⅢⅣで必要」
・勤務表
・資格表の写し
・実務経験のわかる経歴書など

※更に前述した①〜⑭の要件ごとに必要書類が設定されている自治体もある。

京都市の申請書類
を例にした説明会
も開催中‼


